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衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
公
務
員
の
定
員
削
減
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
七
月
十
八
日
に
閣
議
決
定
し
た
「
新
た
な
府
省
の
編
成
以
降
の
定
員
管
理
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
新
た
な
定

員
削
減
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
定
員
に
つ
い
て
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
少
な
く
と
も
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
計
画
的
削
減
（
以
下
「
十
パ
ー
セ
ン
ト
計
画
的
削
減
」
と
い

う
。
）
を
行
う
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
、
新
規
増
員
の
抑
制
等
と
併
せ
て
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
純
減
を

目
指
し
た
定
員
削
減
に
最
大
限
努
力
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
五
・
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
削
減
目
標
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
計

画
的
削
減
の
前
半
五
年
間
の
目
標
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
前
半
五
年
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
、
独
立
行
政
法
人
へ
の

移
行
や
新
規
増
員
の
抑
制
等
を
行
う
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
後
半
五
年
間
で
十
九
・
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
定
員
削
減
を
行

う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

新
た
な
定
員
削
減
計
画
に
お
い
て
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
計
画
的
削
減
の
前
半
五
年
分
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
ご
と
の
削
減

目
標
数
を
具
体
的
に
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
計
画
的
削
減
の
後
半
五
年
分
に
つ

い
て
は
、
各
府
省
ご
と
の
削
減
目
標
数
は
五
年
後
に
改
め
て
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
平
成
十
三
年
度
以
降

一



の
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
や
新
規
増
員
の
抑
制
等
に
よ
る
削
減
数
に
つ
い
て
は
年
度
ご
と
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
全
体
と
し
て
は
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
純
減
に
向
け
た
年
度
ご
と
の
削
減
目
標
数
が
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

な
お
、
平
成
十
三
年
度
に
お
い
て
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
計
画
的
削
減
に
基
づ
く
削
減
の
実
施
及
び
新
規
増
員
の
抑
制
等
に

よ
り
郵
政
事
業
を
除
き
二
千
五
百
十
三
人
の
純
減
、
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
に
よ
り
一
万
七
千
七
百
十
三
人
の
純
減
を
計

上
し
て
お
り
、
両
者
を
合
わ
せ
た
二
万
二
百
二
十
六
人
の
純
減
は
、
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
純
減
の
基
準
と
な
る
平
成
十
三

年
一
月
五
日
時
点
の
郵
政
事
業
の
定
員
を
除
い
た
国
の
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
五
十
四
万
三
千
六
百
六
十
五
人
の
約
三
・

七
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。

二


